
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和２年１０月２２日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和2年10月22日（木）午前9時30分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

産業振興課 金井課長、山口副主幹、綿崎主任主事 

３ 件名 

今後の企業誘致の進め方について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

【主な質疑】 

・論点の企業誘致の進め方の方針決定とは。 

→添付資料に示した市の企業誘致の進め方である。既に生産緑地で実施していることと

同じ手法で市街化調整区域も進めていく。 

・企業誘致を推進する上で候補地のデータの収集は必要である。 

・今後関係課との連携が不可欠であり、共通認識を深めていく必要がある。 

・市の支援とはどのようなものか。財政的支援を指しているのか。 

→まちづくり条例に基づく地区まちづくり協議会に対する支援で、市の費用負担が伴う

ことではない。 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

■ □ □ □ （

無

・企業誘致の進め方の方針決定について
・産業用地確保検討調査の実施について

令和 2 10 22

付議書（行政経営戦略会議）

部課名 市民環境経済部産業振興課

今後の企業誘致の進め方について

　後期基本計画では、「道路ネットワークを活かした沿道への企業誘致」及び「北千葉道路
の整備進捗状況を踏まえたインターチェンジ周辺への産業機能の創出」を取組目標として
おり、取組目標を実現していくためには企業誘致を推進していかなければならないが市街
化区域には一部を除き産業用地がないのが現状である。
　このような現状から産業用地創出(産業用地の受け皿の創出)が課題であり、これからは
市街化調整区域の土地利用、活用を図ることが基本となり、当該区域の土地所有者及び
地域住民の理解、意向を踏まえて民間活力を活用しながら企業誘致を推進していくことに
なる。
　しかし、市街化調整区域を利用しての企業誘致は農地の課題や脆弱なインフラの問題
があることから、市内全域で誘致できるわけではないため、基本構想の将来都市構造図や
都市マスタープランの土地利用方針と整合性を図ったうえで、企業立地需要調査をし、需
要がある地区を集中的に進めていく必要がある。

付議事案

・第５次総合計画後期基本計画の「拠点を結ぶまちづくり」における取組目標「道
路ネットワークを活かした沿道への企業誘致」及び「北千葉道路の整備進捗状況
を踏まえたインターチェンジ周辺への産業機能の創出」の推進。（企業誘致の推
進）

・都市マスタープランの土地利用方針に示す区域及びその他の地域について、対
象地域の立地特性の調査・分析、企業立地の動向と立地・集積を図る産業分野
（業種）の検討、開発を進める段階での課題などを調査し、調査結果を参考に都市
マスタープランの土地利用方針に適合した範囲で誘致を進める。

時限非 まで）

【部内検討】
再提出のため検討なし

スケジュール

令和2年10月　令和3年予算計上
令和3年 5月　　産業用地検討調査事業者選定・実施
令和3年12月　　産業用地検討調査終了

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

条例規則 無 報道発表

広報・ＨＰ等 無

市民参加 無

カテゴリー 年代 場所

議会説明 無

付議書公表 公開 非公開 部分非

市内全域 目的 拠点創造 手段

参考情報

関係法令等都市計画法

関係課 都市計画課

事業費 6,600 千円 （うち特定財源

その他

3,000 千円）



◎白井市の企業誘致手法 

※前提条件として都市マスタープランの土地利用方針との整合を図りながら進める必要があ

る。土地利用方針の範囲内で「市街化調整区域における地区計画の運用基準」の地区計画

の技術的な基準に地区の類型を設定することで企業立地の環境を整える。 

土地利用方針と企業立地需要について地域に説明することで、企業誘致の促進を図る。 

 

１.地区まちづくり協議会の設立（市まちづくり条例第９条） 

地区の類型を設定した範囲で企業立地需要と、まとまりのある土地所有者等の土地活用ニ

ーズのマッチングを支援する仕組みとして地区まちづくり協議会を活用し、地権者や地域住

民の意見がまとまった後に企業立地を誘導。 

 

２.地区まちづくり協議会に対する市の支援（市まちづくり条例第１５条） 

サウンディング型市場調査の実施等の支援により、確実性の高い開発事業を協議会に提案。 

サウンディング型市場調査により選定された事業者と協議会の詳細な協議の実施。（必要に

応じて市が支援） 

 

（計画区域内に農振農用地がある場合は、 

除外の手続きが終了後） 

※農用地区域除外要件（５要件）を満たしているかどうかの協議 

（随時変更）（農振法１３条２項） 

・必要性、緊急性、代替性（農用地以外での開発が不可能か）・１号 

 規模の妥当性（事業計画から規模が妥当か）、 

 農地転用の可能性があるか 

・周辺農地の集団化や営農等に支障がないか・・・・・・・・２号 

・担い手の利用集積に支障はないか・・・・・・・・・・・・３号 

・土地改良施設に支障を及ばす恐れはないか・・・・・・・・４号 

・土地改良事業等完了後８年を経過しているか・・・・・・・５号 

 

３.都市計画提案制度による地区計画の提案（都市計画法第２１条の２） 

協議会との調整終了後、事業者からの地区計画提案。 

 

４.都市計画審議会諮問（都市計画法第７７条の２） 

計画提案に基づく都市計画を決定するための意見を聞く。 

 

５.行政経営戦略会議 

計画提案を踏まえた都市計画の決定の判断。（都市計画法第２１条の３） 

 

〇以降、都市計画決定手続き（千葉県との協議（都市計画法第１９条第４項）含む） 

 

※今回、行政経営戦略会議に付議した「産業用地確保検討調査」については、前提条件及び

１の企業立地需要の調査となる。 



産業用地確保検討調査について 
 
１ 調査の必要性 

  ニュータウン事業用地が完売し、企業誘致するための産業用地がないことが課

題となっているが、今後企業誘致推進を図る上で市街化調整区域の土地利用を図

る必要があり、新たなる企業立地（産業施設誘致）の産業用地創出のための受け

皿となる可能性のある土地、地域を検討するため産業用地確保検討調査の実施が

必要となる。 

 

２ 目的 

  新たに確保する産業用地の候補地を選定するとともに、ほぼ市街化調整区域内

の民有地の土地利用となることから候補地について、現況の土地利用、法規制の

状況等を踏まえて産業用地の確保方策を検討し、新たな産業用地の適地、その確

保方策を示し、公表しながら調査を踏まえて市で判断し、地域、地権者の動向を

踏まえて土地利用促進を図る。 

 

３ 調査内容・項目 

（１）白井市の産業の現状と課題 

  ・白井市の産業の現状と課題の整理 

（２）白井市の企業の立地動向 

  ・白井市、千葉県等の企業立地動向調査 

（３）立地・集積を図る分野の可能性の検討 

  ・現状と課題、地域性を踏まえた立地・集積を図ることが可能な産業分野、 

業種に関する調査等 

（４）産業用地の現状と課題 

  ・工業系用途地域内やその他における未利用地の整理 

  ・産業用地として、民有地の利用可能な受け皿となる用地の整理・検証 

（５）産業用地確保の方策の検討 

  ①産業用地候補地（受け皿）としての可能性のある用地、地域の設定 

 ・集積を図る産業分野、想定される産業用地の面積、白井市の交通、土地利

用、法規制等の状況、上位計画（総合計画、都市マスタープラン等）での

位置づけを踏まえ、白井市において新たに確保の可能性のある産業用地候

補地を設定する。 

②産業用地確保の方策の整理 

   ・産業用地の候補地の状況を踏まえて想定される用地の方策を抽出し、その

内容・要件（立地規制の内容と許認可・緩和の要件等）等を整理する。 

   ・都市計画法、農地法、農業振興法、市街化区域への編入、 

農業振興地域・農用地区からの除外等 

 



③産業用地確保の方策の検討 

・候補地ごとに、法規制の状況等を踏まえて用地確保の方策を検討し、その手

順等を整理するとともに課題を抽出し、実現性の高い方策を選定する。 

  ・数か所の候補地を選定、提案し、確保方策の実現性、交通や周辺の土地利用、

集積を図る分野等を勘案して優先順位を検討し、産業用地の適地を選定する。 

 

４ 調査対象地域 

 ・第５次総合計画後期基本計画に示されている道路ネットワークを活かした沿道

への企業誘致を推進するため、北千葉道路などの高規格道路の沿道や国道１６

号沿道の周辺地域。 

 

５ 産業用地の適地選定の評価項目・内容 

  ・各評価項目により用地確保の実現性や産業用地の良否、立地の優位性を検証

して候補地を選定。 

    ※別紙評価項目参照 

 

６ 白井工業団地内企業へのアンケート実施 

  ・事業拡大などにより市外への流出を防ぐため、白井工業団地内企業にニーズ

アンケート調査を実施し、用地、規模、需要調査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

産業団地の適地選定の評価項目・内容 

評価項目 評価内容 

地区面積 ・地区の面積（把握するものの、評価はせず）

用

地

確

保

の

実

現

性 

敷地の現況 現況土地利用 ・土地利用状況 

周辺環境 ・文教施設、医療施設、住宅地等との隣接 

用地確保の方策 ・(2)で検討した産業用地の確保方策の実現性、

方策（農業振興地域・農用地区域からの除外、

農地転用、都市計画法への対応、林地開発許

可等）実施上の課題の有無 

用地取得 地価 ・用地取得価格 

土地所有の状況 ・公有地の有無、地権者数、用地売却の意向 

その他 埋蔵文化財 ・保全等を必要とする埋蔵文化財の有無 

貴重な自然環境 ・保全等を必要とする貴重な自然環境の有無 

産

業

団

地

の

良

否 

敷地の形状 ・敷地形状によるレイアウトの自由度への影響

造成の難易 地形 ・大規模な造成工事を必要としない地形、大き

な法面が発生しない効率的な用地確保 

地盤 ・産業立地に適する地盤強度 

その他 ・住宅、事業所等、保全、移転が必要とされる

構造物等の有無 

災害危険度 水害 ・ハザードマップの浸水想定区域 

土砂災害 ・土砂災害計画区域、同特別警戒区域 

取り付け道路整備 ・国道、主要地方道、県道等から敷地までの取

り付け道路の整備の必要性 

供給処理施設

の整備（敷地

外含む） 

雨水排水処理 ・放流河川の流下能力、調整池・水路の整備 

汚水排水処理 ・処理計画区域内外、汚水処理施設の整備 

上水道 ・給水余力の有無、上水道の引き込み整備 

立

地

の

優

位

性 

市街地への近接性 ・市街地からの距離 

交通の状況 広域交通の利便性 ・国道 16 号、国道 464 号までの距離 

道路交通の利便性 ・最寄りの主要地方道、県道までの距離 

鉄道交通の利便性 ・最寄りの鉄道駅までの距離 

インフラ整備

の状況 

電力供給 ・特別高圧を含む電力供給の状況 

情報通信 ・高速大容量の情報通信インフラの活用の可否

産業集積との連携 ・工業団地、主要工場等との連携の可否 

 


